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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表執行役会長、社長兼最高経営責任者である窪田良ならびに最高財務責任者であるジョン・ゲブハートは、

財務報告に関して十分な内部統制(米国1934年証券取引所法Rule13a-15(f)及び15d-15(f)に定義される。)を確立し、

維持する責任があります。当社は、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制の統合的枠組み

(Internal Control - Integrated Framework) (2013年枠組み)」に基づき、財務報告に係る内部統制を整備及び運用

しています。

当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準

拠した外部報告目的の財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するために整備及び運用されています。財務報告

に係る内部統制には、(1)資産の取引及び処分を合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映した記録を維持し、(2)米国

で一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表を作成するために必要な取引が記録されていること、及

び会社の収入と支出が経営者及び取締役の承認に基づいてのみ発生していることに関する合理的な保証を提供し、並

びに(3)財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の資産の取得、使用または処分を防止または適時に発見す

ることについての合理的な保証を提供するための方針及び手続きが含まれます。

財務報告に係る内部統制は、固有の限界があるため、虚偽の表示を防止または発見できない可能性があります。ま

た、将来の期間にわたる内部統制の有効性の評価の予測には、状況の変化により内部統制が不適切となるリスク、ま

たは方針や手続きの遵守の程度が低下するリスクを伴います。

 

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は、米国内部統制基準に準拠して、平成28年12月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の有効性につ

いての評価を実施しました。

その際、当社は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを特定し、全社的な内部統制の整備及び運用状況を

考慮した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、統制上の要点について内部統制の構

成要素が機能していることを評価しました。

当社は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし

ました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定

しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しまし

た。重要な事業拠点を選定する際は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを勘案して、重要性の大きい特定

の取引または事象について評価対象としました。

 

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日(平成28年12月31日)現在の当社の財務報告に係る内部統制は有

効であると判断しました。
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４ 【付記事項】

当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定に従

い、米国サーベンス・オクスリー法第404条により要求されている内部統制の基準（以下「米国内部統制基準」）に基

づいて、当社の内部統制の評価及び報告書の作成を行なっています。

 

米国内部統制基準と日本において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準(以下「日本内

部統制基準」という。)との主たる相違点は、次の通りです。

 

(1) 評価基準

日本内部統制基準では、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」

に基づいて内部統制の評価を行うことが要求されていますが、米国内部統制基準では、米国企業改革法第404条に

より要求されている財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、報告することとされています。

 

(2) 評価対象となる会社

米国内部統制基準では、当社及び連結子会社についての財務報告に係る内部統制の有効性の評価が要求されて

いますが、日本内部統制基準では、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の

有効性の評価が要求されています。

 

(3) 「財務報告」の範囲

米国内部統制基準では、財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る対外的な報告の信頼性を確

保するための内部統制及び個別財務諸表に係る内部統制は、財務報告に係る内部統制の範囲に含まれていません

が、日本内部統制基準では、評価及び監査の対象となる財務報告に係る内部統制の範囲に含まれます。

 

(4) 内部統制の枠組み

米国内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みは特定されておらず、当社では米国トレッドウェイ委員

会支援組織委員会が発行した「内部統制の統合的枠組み(2013年枠組み)」で確立された基準に基づいています。

日本内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みが、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制

の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見

書)」において明記されています。

 

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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